
23-30 社会福祉協議会関係

１　社会福祉協議会については、それぞれの実情を尊重しながら、統合に向

けて調整に努める。

２　委託事業・補助事業・単独事業については、それぞれの社会福祉協議会

の実情を尊重しながら、調整に努める。

24 新市建設計画

新市建設計画については、別添のとおりとする。




